岩美町老人クラブ等活動費補助金交付要綱

（目的）
第１条　町は老人クラブ及び岩美町老人クラブ連合会に対し、助成を行うことにより、高齢者の知識及び経験を生かし、介護予防を視野に入れた生きがいと健康づくりのため多様な自主的活動が行われ、高齢者同士や地域で支え合い、新規会員の加入促進に努めることにより、老後の生活を豊かなものとするとともに明るい長寿社会づくりに資することを目的に、その活動に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岩美町補助金交付規則（平成１１年岩美町規則第５号。）の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
（交付の対象）
第２条　この補助金は次の事業を交付の対象とする。
（1） 老人クラブ活動事業
老人クラブが「老人クラブ活動等事業の実施について」（平成１３年１０月１日老発第３９０号厚生労働省老健局長通知）に基づき行う活動事業
（2） 岩美町老人クラブ連合会活動事業
岩美町老人クラブ連合会が「老人クラブ活動等事業の実施について」（平成１３年１０月１日老発第３９０号厚生労働省老健局長通知）に基づき行う活動事業
（補助金の額）
第３条　この補助金の交付額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする
（交付の条件）
第４条　この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。
（1） この補助金の交付決定を受けた場合において、事業を中止又は廃止しようとする場合、その他申請に係る事項を変更しようとする場合には、町長の承認を受けなければならない。
　　　 ただし、別表に定める軽微な変更についてはこの限りではない。
（2） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
（3） 事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿及び、証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。
第５条　この補助金の交付申請は様式第1号の補助金交付申請書に関係書類を添えて町長が別に定める日までに町長に提出して行うものとする。
２　交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には町長の指示を受けて行うものとする。
（実績報告）
第６条　この補助金の実績報告は、様式第２号の実績報告書に関係書類を添えて事業完了年度の翌年度４月３０日までに町長に提出して行うものとする。
　　

附則
この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。
この要綱は、平成１６年３月３１日限り、その効力を失う。
　　附則
この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。
この要綱は、平成１９年３月３１日限り、その効力を失う。
　　附則
この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、平成２１年度までの３年間について適用する。
　　附則
この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２４年度までの３年間について適用する。
　　附則
この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２７年度までの３年間について適用する。
附則
この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成３０年度までの３年間について適用する。
附則
この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、令和３年度までの３年間について適用する。
附則
この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和６年度までの３年間について適用する。
附則
この要綱は、告示日から施行し、令和５年度から適用する。
附則
この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和９年度までの３年間について適用する。
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別表
	事業種目
	基準額
	対象経費
	軽微な変更

	老人クラブ活動事業
	次による区分ごとに町長が定める単価に活動月数を乗じて得た額の合算額とする
１　一般基準
5,320円
２　規模加算（会員数１００人以上の場合）
1,520円
	老人クラブが行う次の活動に必要な賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料
（１）新規会員の加入促進活動
（２）友愛訪問活動
（３）清掃奉仕
（４）地域見守り
（５）教養養成講座開催
（６）健康づくり・介護予防活動
（７）その他
	次に揚げる変更以外の変更
１　交付決定額の増額を伴う対象経費の変更
２　その他活動内容の重大な変更

	岩美町老人クラブ連合会活動事業
	次の欄中（１）～（６）の事業を実施するにあたり、町長が必要と認める額の合算額とする。

	岩美町老人クラブ連合会が行う次の活動に必要な賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料
（１）活動促進事業
①新規加入促進事業
②その他
（２）健康づくり・介護予防支援事業
（３）域支え合い事業（４）若手高齢者組織
　　　化・活動支援事業　　
（５）市町村老連活動支援体制強化事業
（６）その他、特に町長
　　　が認めた事業
	次に掲げる変更以外の変更
１　交付決定額の増額を伴う対象経費の変更
２　その他活動内容の重大な変更




